
５　公営 児童公園における遊 具の欲求度

大阪市立大学 小 林　 繁

児童福祉法が施行され児童憲章の公表をみたが，然し

わが国の児童は必ずしもめぐ まれた環 脆を与えられてい

る とは言えない。児童が心から安心して遊べる遊 園地が

あらゆる都市に充分にあ るか と言えば，その答は極めて

悲観的 であ る。数に於 ても少く質 においても不充分であ

るのか実態であら ‰

現在各都市が提供 してい る児童公園は研究が浅 くただ

単に造園形 式的 に，興味誇張的に，美的形式的に流れた

遊具配置を行 ってお り，真に児童心理に徴し幼児教育的

に凝った施設とは言い難い。従って名実具備した児童公

園は誠に少い。絶対数が少なしヽ中に更に合目的的な児童

公園が少ない現状 は早急に是正され なければならないも

のであ る。本研究 調査ぱ児童公園に設置された遊具 の損

潰消耗度から児童０好打ものを とらえんとした ものであ

る。


